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第１ 基本的事項 

 １ 募集要項の位置づけ 

この「吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業者募集要項」（以下「募集要項」とい 

う。）は、阿波市が「吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業」（以下「本事業」という。）を 

実施するにあたり、設計業務、工事及び工事監理業務等を一括して実施する事業者（以下、「選定 

事業者」という。）を、プロポーザル方式により選定（以下、「本プロポーザル」という。）するこ 

とに関して、本プロポーザルへの参加要件のほか、手続等について必要な事項を定める。 

別添資料の「吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業要求水準書」、「吉野・市場中学校 

屋内運動場空調機器設置事業 様式集」、は、募集要項と一体のものとする。 

 

第２ 事業概要 

１ 事業名称 

吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業 

 

２ 事業対象 

選定事業者は、以下に示す阿波市内の中学校 2校（以下「対象校」という。）の居室を本事業の 

対象として、空調設備等を設置する。 

 

（１）本事業の対象校 

阿波市立吉野中学校 （徳島県阿波市吉野町西条字大西4番地） 

阿波市立市場中学校 （徳島県阿波市市場町市場字上野段6番地3） 

 

３ 事業目的 

本事業は、近年の猛暑に対応し、屋内運動場で行われる学校行事等での熱中症対策を強化する 

とともに、災害時には避難所として活用される屋内運動場の防災機能強化と耐災害性の向上を目 

的として、アリーナ及び競技室への空調機器新設を、早期に整備を実現するため、設計施工一括 

発注方式により整備するものである。  

 

４ 事業方式 

本事業は、民間事業者の新技術などの活用、創意工夫により、工期短縮を図るため、公募型プ 

ロポーザル方式により提案を幅広く求め、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者として阿波 

市との契約を締結したうえで要求水準書、提案書等の内容を基に、空調設備等の設計、工事、工事監理 

からなる「設計・施工一括発注方式」により実施する。 

 

５ 提案上限価格等 

（１）提案上限価格 

提案上限価格は下記のとおりとし、提案価格は提案上限価格を超えないこと。 

提案上限価格       402,116,000円（消費税及び地方消費税額を含まない。） 

うち設計業務委託料    13,849,000円 

うち工事請負費     380,650,000円 

うち監理業務委託料    7,617,000円 

（２）最低制限価格 

無 

 

６ 事業期間等 

本事業は、次のスケジュールで行う。 

（１）事業期間 

本事業の事業期間は、阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 
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（平成17年阿波市条例第49号）第2条の規定に基づく議会の議決があった日の翌日から、令和 9 年   

3 月  31 日までとする。 

ただし、予算の繰越に係る議会の議決があった場合は、令和 9 年 6 月 30 日までを予定 

    している。 

 

７ 事業内容 

   別添 吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業要求水準書の規定のとおり。 

 

第３ 応募条件等  

１  応募事業者の構成等 

（１）応募事業者の構成 

応募事業者は、特定建設工事共同企業体（以下、「共同企業体」という。）によるものと

し、共同企業体の構成員の数は代表構成員と代表構成員以外の構成員（以下、「設計監理担当

構成員」という。）を合わせた２とする。 

（２）応募資格の基準日 

応募資格の基準日は、参加表明書の提出日とする。ただし、参加表明書の提出日から本契約締 

結日までに、第３の２及び３の参加資格要件に掲げる要件を満たさなくなった場合は、失格とす 

る。 

 

２ 代表構成員の備えるべき参加資格要件 

次のすべてに該当すること。 

（１）単体企業であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しないこと。 

（３）阿波市建設業者指名停止措置要綱（平成17年阿波市告示第15号）に基づく指名停止措置の対

象となっていないこと。 

（４）阿波市暴力団等排除措置要綱（平成23年阿波市告示第20号）に基づき暴力団関係者である 

との認定を受け、契約排除措置中でないこと。 

（５）次の申立てのいずれにも該当しないこと。 

ア 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て 

イ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立て 

ウ 破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立て 

※会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが 

なされていても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が確定し、本市の入札参加 

資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていないものとみなす。 

（６）次の企業でないこと。 

ア 本事業に係る基本設計業務の受託企業 

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字町 45番地 7 

株式会社 上設計 

イ 次の資本面又は人事面において密接な関連がある企業 

（ア）「ア 本工事に係る設計業務等の受託企業」の発行済み株式総数の 100分の 50を超える株 

  式を有し又はその出資総額の 100分の 50を超える出資をしている企業 

（イ）代表権を有する役員が、「ア 本工事に係る設計業務等の受託企業」の代表権を有する役 

  員を兼ねている企業 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条に規定する 

暴力団員及びその利益となる活動を行っていない者であること。 

（８）建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 3条第 1項第 2号の規定による特定建設業の許可を 

受けている者であること。 

（９）建設業法第 27条の 23第 1項の規定による経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書 

（契約締結日が審査基準日から 1年 7か月の有効期限内に含まれるものに限る。）の写しを提 

出できること。 

（10）徳島県内に本店、支店または営業所があること。 
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（11）令和 8年度の徳島県建設工事一般競争入札参加資格業者名簿に登載され建築一式工事の格付 

特Ａ級であること。又は、令和 7年度の阿波市入札参加有資格者名簿に登載され、建築一式工 

事の格付特Ａ級であること。 

（12）共同企業体の出資比率は、30パーセント以上であること。 

（13）次のすべてを満たす建築一式工事の元請として施工実績を有すること。 

ア 平成 28年 4月 1日から本公告日までの間に完成し、引渡しが完了した工事であること。 

イ 国の行政機関、地方公共団体が発注した工事又は国の「工事成績相互利用登録機関」が発 

 注する「工事成績評定相互利用対象工事」として国土交通省のホームページに登録・掲載さ 

れている工事のうち、建築一式工事で請負金額が１億円以上の工事であること。 

※特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20パーセント以上の場合に 

限る。 

（14）次のすべてを満たす担当者を配置できること。 

ア 統括管理技術者 

（ア）設計・監理業務及び施工を総合的に統括管理し、事業者の代表として適確な判断、対 

  応が可能な者であること。 

（イ）応募資格の基準日以前に代表構成員と 3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者である 

こと。 

イ 施工管理技術者 

（ア）施工に関する技術的な管理等に対応が可能な者であること。 

（イ）一級建築士又は 1級建築施工管理技士の資格を有する者であること。 

（ウ）建設業法第 27条の 18第 1項に規定する監理技術者資格者証（建築工事業に係るものに 

限る。）を有し、第 26条第 5項に規定する監理技術者講習を受講した者であること。 

（エ）（13）で規定する工事における現場代理人、主任技術者又は監理技術者として工期の 2分 

の 1を超える施工経験を有する者であること。 

（オ）応募資格の基準日以前に代表構成員と 3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者である 

こと。 

（カ）施工管理技術者は、統括管理技術者と兼務することができる。 

ウ 現場代理人 

（ア）施工現場における企業の代理人として、いずれかの現場に常駐し、現場での総合管理、 

関係機関との調整等の対応が可能な者であること。 

（イ）応募資格の基準日以前に代表構成員と 3か月以上の恒常的な雇用関係を有する者である

こと。 

（ウ）現場代理人は、統括管理技術者及び施工管理技術者と兼務することができる。 

 

３ 設計監理担当構成員の備えるべき参加資格要件 

次のすべてに該当すること。 

（１）単体企業であること。 

（２）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 

（３）阿波市建設業者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置の対象となっていないこと。 

（４）阿波市暴力団等排除措置要綱に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中

でないこと。 

（５）次の申立てのいずれにも該当しないこと。 

ア 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て 

イ 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て 

ウ 破産法に基づく破産手続開始の申立て 

※会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てが 

なされていても、更生計画の認可の決定又は再生計画の認可の決定が確定し、本市の入札参加 

資格に係る再審査を受けている者については、当該申立てがなされていないものとみなす。 

（６）次の企業でないこと。 

ア 本事業に係る基本設計業務の受託企業 

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字町 45番地 7 

株式会社 上設計 
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イ 次の資本面又は人事面において密接な関連がある企業 

（ア）「ア 本工事に係る設計業務等の受託企業」の発行済み株式総数の 100分の 50を超える株 

式を有し又はその出資総額の 100分の 50を超える出資をしている企業 

（イ）代表権を有する役員が、「ア 本工事に係る設計業務等の受託企業」の代表権を有する役員 

を兼ねている企業 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条に規定する暴力団員及びその利益と 

なる活動を行っていない者であること。 

（８）設計監理担当構成員は、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条第１項の規定による 

一級建築士事務所の登録を受けていること。 

（９）共同企業体の出資比率の最小限度は、5パーセント以上であること。 

 （10）設計監理担当構成員については、次のすべてを満たす設計業務の元請として業務実績を有 

   すること。当該実績は、第４の４（２）の提出書類に記載の商号又は名称と合致すること。 

   ア 平成28年4月1日から本公告日までの間に完了し、承認を受けた業務であること。 

   イ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定される学校のうち、園舎、校舎または、屋 

内運動場のいずれかの複数居室における空調設備の設計業務であること。 

    ※イに掲げる居室を有する施設の建築工事設計における空調設備の設計業務を含む。 

（11）次のすべてを満たす担当者を配置できること。 

ア 設計管理技術者 

（ア）本事業に関する実施設計・設計図書の作成等に対応が可能な者であること。 

（イ）一級建築士の資格を有する者であること。 

（ウ）応募資格の基準日以前に設計監理担当構成員と 3か月以上の恒常的な雇用関係を有する 

者であること。 

イ 工事監理技術者 

（ア）本事業に関する設計図書と施工の整合性の確認、諸検査等に関する工事監理の対応が可 

  能な者であること。 

（イ）一級建築士の資格を有する者であること。なお、工事監理技術者は設計管理技術者と兼 

務することができる。 

（ウ）応募資格の基準日以前に設計監理担当構成員と 3か月以上の恒常的な雇用関係を有す 

る者であること。 

   （エ）工事監理技術者は、設計管理技術者と兼務することができる。 

 

４ 応募に関する留意事項 

（１）応募事業者は、提案審査書類等の提出をもって、募集要項等の記載内容を承諾したものとす 

る。 

（２）本プロポーザル参加に関し必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

（３）応募に関して、使用する言語は日本語とし、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定めるもの 

とし、通貨単位は円とする。 

（４）応募事業者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は、原則として作成者に帰属す 

る。ただし、採用した提案書等の著作権は、阿波市に帰属する。 

（５）提出された書類については、変更できないものとし、返却はしない。 

（６）応募事業者から募集要項等に基づき提出される書類は、阿波市情報公開条例（平成17年阿波市 

  条例第9号）に基づき、公開することがある。 

（７）阿波市の提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。また、この 

  検討の範囲内であっても、阿波市の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、又は内 

  容を提示することを禁止する。 

（８）応募事業者が応募を辞退するときは、参加辞退届（様式第１２号）を提出すること。 

（９）次のいずれかに該当する応募は無効とする。 

ア 参加表明書の提出時から本契約締結までの期間に、応募事業者が不渡手形又は不渡小切手を 

出した場合 

イ 同一事項に対し、2通以上の書類が提出された場合 

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

エ 著しく信義に反する行為があった場合 
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オ その他阿波市が不適当と判断した場合 

（10）その他 

ア 阿波市が提示する資料、質問に対する回答書は、募集要項等と一体ものとして、同等の効力 

を有するものとする。 

イ 募集要項等に定めるもののほか、応募に当たって必要な事項が生じた場合には、阿波市ホー 

ムページに掲載する。ただし、参加表明書、提案書等の受付期間終了後は、応募事業者に通知 

する。 

ウ 第３の２の（７）及び３の（７）入札参加資格要件における暴力団等の関与に関する確認 

において、役員等についての名簿その他の情報の提供を求めた場合は、その役員等の承諾を 

得て速やかに必要な情報を提出すること。またその他、阿波市が求めた資料提供等をはじ 

め、情報の開示や情報共有に応じること。 

 

第４ スケジュールについて 

募集スケジュール等は次のとおりとする。ただし、受付等は、土曜日、日曜日及び国民の祝日 

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除くものとする。 

内  容 期  日 

募集要項等の公表 令和8年4月22日（水） 

現地見学会 令和8年5月2日（土） 

募集要項等に関する質問の受付期間 令和8年5月3日（日）～5月11日（月） 

募集要項等に関する質問への回答 令和8年5月15日（金） 

参加表明書及び提案書等の受付期間 令和8年5月20日（水）～令和8年5月25日（月） 

第一次審査 令和8年5月29日（金） 

第一次審査の結果通知 令和8年5月29日（金） 

第二次審査 令和8年6月5日（金） 

第二次審査の結果通知 令和8年6月中旬 

優先交渉権者の決定 令和8年6月中旬～下旬頃 

仮契約の締結 令和8年6月中旬～下旬頃 

本契約の締結 令和8年6月下旬頃 

本事業開始 本契約の締結の翌日 

 

１ 募集要項等の公表 

（１）公表の方法 

本事業に関する募集要項等は、阿波市ホームページで公表する。 

阿波市ホームページ https://www.city.awa.lg.jp/ 

（２）公表の資料 

ア 本事業募集要項（本書） 

イ 要求水準書 

ウ 様式集 

※上記書類が必要な場合は、各自、阿波市のホームページからダウンロードすること。 

 

２ 現地見学会 

現地見学会を次のとおり開催する。 

（１）現地見学会 

https://www.city.awa.lg.jp/
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ア 日 時 令和 8 年 5 月 2 日（土）午後1時30分から（受付は午後1時10分から） 

イ 場 所 吉野中学校 屋内運動場 玄関前 

ウ 順 番 吉野中学校 → 市場中学校 （各校30分程度） 

（２） 留意事項 

ア 現地見学会の参加希望者は、現地見学会参加申込書（様式第１号）に、必要事項を記入のう 

え、令和 8 年 4 月 30 日（木）午後1時までに、教育総務課へ電子メールにて申し込むこと。 

また、電子メールのタイトルは、「【事業者名】現地見学会参加申込書」とすること。 

なお、申込後、参加の可否について、阿波市から別途、参加希望者へ連絡する。 

メールアドレス：kyoikuアットマークawa.i-tokushima.jp 

※迷惑メール対策として、アットマークを文字列表記としているので、＠に置き換えること。 

イ 現地見学会では、原則として、募集要項等を配布しないため、各自持参すること。また、各施 

設の図面について、現地見学会参加申込書にて希望する者にのみ、前日までに電子メールでPDF 

データを送付する。 

ウ 現地見学会への参加人数は、5名までとし、阿波市の指示に従うこと。また、途中退席は認め 

 るが、途中からの参加、交代は認めない。 

 

３ 募集要項等に関する質問の受付、回答 

募集要項等の内容に関する質問は、次のとおり受け付け、その回答は、阿波市ホームページに 

て回答する。なお、電話、口頭等の個別の対応はせず、対象校への連絡は禁止する。また、無用

な混乱を招く恐れがあるときは、質問に回答しない場合がある。 

（１）質問の提出方法 

質問書（様式第２号）により電子メールにて提出すること。なお、電子メールのタイトル 

は、「【事業者名】募集要項等に関する質問」とすること。 

（２）受付期間 

令和 8 年 5 月 3 日（日）午前 8 時 30 分から 5 月 11 日（月）午後 4 時まで 

（３）提出先 

阿波市 教育部 教育総務課 

メールアドレス：kyoikuアットマークawa.i-tokushima.jp 

※迷惑メール対策として、アットマークを文字列表記としているので、＠に置き換えるこ 

と。 

（４）回答予定日 

令和 8 年 5 月 15 日（金）阿波市ホームページにて掲載する。 

 

４ 参加表明書、提案書等の提出方法 

応募事業者は、次により参加表明書、提案書等を提出すること。 

（１）期間 

令和 8 年 5 月 20 日（水）から令和 8 年 5 月 25 日（月）午後 5 時までの間に到達

（２）提出書類 

ア 参加表明書 

   令和7年度阿波市入札参加有資格業者名簿に登載されている構成員は、（ク）の提出は必 

要ない。 

（ア）参加表明書（様式第３号）１部 

（イ）誓約書（様式第４号）１部 

（ウ）特定建設工事共同企業体協定書（様式第５号）１部  

（エ）共同企業体委任状（様式第６号）１部  

（オ）使用印鑑届（様式第７号）１部 

（カ）特定建設業の許可を証する書類の写し １部 

（キ）経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し １部 

（ク）別紙１－１、１－２及び２記載の書類 

イ 提案書等 

（ア）企画提案書（様式第８号）１部 

（イ）提案価格書（様式第９号）１部 
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（ウ）提案価格内訳書（様式第１０号）１部 

（エ）連絡先届出書（様式第１１号）１部 

（オ）代表構成員の施工実績（様式第１３号）１部 

（カ）設計監理担当構成員の業務実績（様式第１４号）１部 

（キ）配置予定技術者一覧（様式第１５号）１部 

（ク）施工管理技術者の施工経験（様式第１６号）１部 

（ケ）提案書（様式第１７-①号～⑥号）各正１部・副１４部 

（コ）プレゼンテーション用資料 正１部・副１４部 ※該当する場合 

（サ）様式第１３、１４号の記載事項を証明する書類（記載事項を確認するための契約書、業務 

  完了承認書、仕様書等の写し）各１部 

（シ）様式第１５号の記載事項を証明する書類（有資格者証書等の写し）各１部 

（ス）様式第１６号の記載事項を証明する書類（記載事項を確認するための契約書、業務 

  完了承認書、仕様書等の写し等）各１部 

ウ 提出書類の書式等及び作成方法 

（ア）提出書類の様式は、様式集の定められた様式を使用し、記述する文字のポイントを10．5ポ 

イント以上とし、各提案書はＡ4版1ページ以内に収めること。カラー印刷や写真、イラス 

ト等の使用は可とする。 

（イ）プレゼンテーション用資料の様式は任意とするが、記述する文字の述する文字のポイント 

  を10．5ポイント以上とし、Ａ4版20ページ以内に収めること。カラー印刷や写真、イラスト 

等の使用は可とする。なお、提案書の内容を逸脱することなく、提案書を補足するものであ 

ること。 

（ウ）本事業は、契約締結時に提出書類を原則契約書の一部とする。 

（エ）ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ‐Ｒに、提出書類の電子データ（ＰＤＦ及び元データ）を格納し提出 

  すること。 

（オ）本事業に係る事業費の上限額は、第２の５の提案上限金額とし、提案価格は、この範囲内 

  で記入すること。 

（カ）無効となる提出書類 

ａ 到達期限内に到達しないもの 

ｂ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

ｃ 虚偽の内容が記載されているもの 

ｄ その他阿波市が不適切と判断したもの 

（３）方法 

ア 持参又は郵便（簡易書留等の追跡可能な方法）にて提出すること。 

イ 提出先 〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1  

阿波市教育委員会 教育部 教育総務課 

ウ 書類一式等を封筒等に入れ、表面に次の内容を朱書きで記入すること。 

（ア）案件名称 

（イ）応募事業者の所在地及び商号又は名称 

※代表構成員の所在地及び商号又は名称とすること。 

（ウ）「企画提案書等在中」の旨 

 

第５ 審査及び評価 

１ 選定委員会の設置 

吉野・市場中学校屋内運動場空調機器設置事業者選定委員会（以下、「選定委員会」という。） 

を設置し、審査により、優先交渉権者を決定する。 

 

２ 審査方法 

（１）選定方法 

公募型企画提案方式（プロポーザル方式）により選定する。また、優先交渉権者は、第一次 

    審査の評価点、第二次審査の評価点の合計点である評価値が最も高い者とする。 

（２）第一次審査 

第一次審査は、次により行う。なお、審査の結果、失格となった場合は、第二次審査に進む 
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ことができない。 

ア 審査資格 

選定委員会は、第４の４により提出された参加表明書等により、第３の２及び３の参加資 

格要件を満たしていることを確認し、資格不備の場合は失格とする。 

イ 提案内容の基礎審査 

選定委員会は、参加表明書、提案書等に記載された内容が、次の（ア）から（オ）まで 

     の項目を満たしていることを確認し、1項目でも満たさないことが確認された場合は、失 

格とする。 

（ア）提出書類に示す各項目に対しての記載に不備がないこと。ただし、軽微なものは除く。 

（イ）提案書について、同一項目に対する２通り以上の提案、提案事項間の齟齬、矛盾がない 

  こと。 

（ウ）提案書について、履行不可能な内容が記載されていないこと。 

（エ）提案書について、様式集に従った構成（項目の構成、枚数制限等）となっていること。 

（オ）提案価格が、上限額を超えていないこと。 

（３）第二次審査 

ア １応募事業者ごとに提案書、ヒアリングの審査を、次のとおり実施する。 

（ア）日 時 令和 8 年 6 月 5 日（金） 

（イ）場 所 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 

（イ）会 場 阿波市役所 2階 災害対策本部室 

（イ）控 室 阿波市役所 2階 202協議室 他 

（ウ）準備物 パソコン、プロジェクター等を使用する場合は、応募事業者が準備（スクリー

ンは、本市で準備する。）すること。 

（エ）出席者 3名までとする。 

（オ）順 番 参加表明書の受付順番とする。 

（カ）時 間 説明は20分以内とし、その後、ヒアリングを10分程度行い、合計30分程度とす

る。 

イ 説明は、始めに、第５の３の評価項目等の評価項目のうち、「3．事業計画・実施体制の妥

当性」から「8．追加提案」までの説明を行い、全部で20分以内とすること。 

 

３ 評価項目及び評価基準 

（１）評価項目等 

次の評価項目により、200点満点で評価する。 

評価項目 評価内容 配点 

1．代表構成員の

評価 

・代表構成員の要件を満たす施工実績 

・施工管理技術者の要件を満たす施工経験 

10 

10 

2．提案価格 

・応募事業者のうち、提案価格は最低である応募事業者を満点の40点と

する。その他の応募事業者については、次の算定により算定する。また、

評価点は、少数点第2位（第3位切捨）とする。 

評価点＝32×（最低提案価格/各応募事業者の提案価格） 

【例①】最低提案価格 8,000千円、提案価格8,000千円の場合 

      最低提案価格のため 40 

【例②】最低提案価格 8,000千円、提案価格10,000千円の場合 

    32×（8,000千円/10,000千円）＝25.6 

40 

3．事業計画・実

施体制の妥当性 

①事業実施にあたって、本事業の目的を十分に理解した事業計画と

なっているか 

②学校運営を考慮し、2校同時に事業を進めることを理解した上で、

設計・工事・工事監理が遂行される実施体制、役割分担が明示され

ているか 

5 

5 
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4．設計、工事等

の実施方針及びス

ケジュールの妥当

性 

①設計、工事や各種調整、検査等に要する時間や段取りを十分に考

慮し、確実なスケジュールとなっているか、またスケジュールどお

りの事業遂行について具体的な工程が想定、工夫がなされているか 

②学校運営への影響を少なくする工期短縮等の提案がなされている

か 

20 

10 

5．空調設備の特

徴（災害時対応含

む）、維持管理の

配慮 

①空調設備の性能、機能の特徴に優れた提案があるか 

②操作性や更新性が高く、災害時には迅速に使用ができ、健康被害

を予防できるなど、避難所として、活用できる設備を採用している

か 

③学校の負担軽減やライフサイクルコスト削減のための工夫に対す

る提案があるか 

5 

20 

5 

6．学校現場の特

性に配慮した工夫  

①工事中の生徒、教職員等への安全性の確保に対する提案があるか 

②工事中における騒音、振動並びに停電や断水などの学校運営への

影響に対する配慮が示されているか 

③室内外機等の設置台数、設置場所は、快適な教育環境の提供や周

辺地域への影響に配慮した計画がなされているか 

10 

10 

10 

7．地域への貢献

度 

①地域経済への貢献度 

・応募事業者のうち、阿波市内事業者発注見込率は最高である応募

事業者を満点の10点とする。その他の応募事業者については、次の

算定により算定する。また、評価点は、少数点第2位（第3位四捨五

入）とする。 

評価点＝10×（各応募事業者の阿波市内事業者発注見込率/最高阿波

市内事業者発注見込率） 

・発注見込率の算定方法については、阿波市内に本店、支店又は、

営業所がある事業者と建設業法に基づく下請負及び材料の調達に関

する金額で算定すること。また、構成員が阿波市内業者の場合、直

接工事、業務の履行に関する金額を含めることができる。 

【計算例①】最高発注見込率 30％ 発注見込率 30％ 

10×（30％/30％）＝10 

【計算例②】最高発注見込率 30％ 発注見込率 15％ 

10×（15％/30％）＝5 

②事業実施において、阿波市内事業者の参加・活用となっているか 

③阿波市内事業者発注見込率に対して、実現可能な計画となってい

るか 

10 

5 

5 

8．追加提案 ①その他事業実施にあたり優れた提案があるか 20 

総合計 200 

  

（２）評価項目1の評価方法 

第４の４の（２）のイの提出書類（オ）、（ク）の記載内容及び（サ）、（ス）の記載事項を証明 

する書類をもって、次のとおり評価する。 

ア 代表構成員の要件を満たす施工実績 
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評 価 基 準 評価点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工実績が10件以上かつ 

当該工事のうち床面積1,000平方メートル以上の居室に空調整備を

伴った工事が2件以上 

10点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工実績が10件以上かつ 

当該工事のうち床面積1,000平方メートル以上の居室に空調整備を

伴った工事が2件未満 

8点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工実績が10件以上 6点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工実績が10件未満 4点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工実績が5件未満 2点 

 

イ 施工管理技術者の要件を満たす施工経験 

  ※施工経験は、工期の 2分の 1を超える現場代理人、主任技術者または、監理技術者として 

従事した経験とする。 

評 価 基 準 評価点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工経験が10件以上かつ 

当該工事のうち床面積1,000平方メートル以上の居室に空調整備を

伴った工事が2件以上 

10点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工経験が10件以上かつ 

当該工事のうち床面積1,000平方メートル以上の居室に空調整備を

伴った工事が2件未満 

8点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工経験が10件以上 6点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工経験が10件未満 4点 

第３の２の（13）で規定する工事の施工経験が5件未満 2点 

  

（３）評価項目3～7の評価方法 

ア 次の評価基準に基づき、評価を行う。評価点は、各評価者の評価点の平均点とし、少数点 

第2位（第3位四捨五入）とする。 

評 価 基 準 評価点 

評価の内容について 

記載の不足が感じられない。 

創意工夫があり 

特に効果的な内容である。 
配点×1.0 

創意工夫があり、 

効果的な内容である。 
配点×0.8 

平凡的な内容である。 配点×0.6 

評価の内容について記載の不足が感じられる。 配点×0.4 

評価の内容について記載に不足が多く感じられる。 配点×0.2 

（４）評価項目8の評価方法 

     0～20の範囲の4点刻みで評価し、評価点とする。評価点は、各評価者の評価点の平均点と 

し、小数点第2位（第3位四捨五入）とする。 

 

４ 審査結果の通知 

（１）第一次審査の結果通知 

第一次審査の審査結果は令和 8 年 5 月 29 日（金）に電子メール又は、郵送にて全応募 

事業者に書面で通知する。 

（２）第二次審査の結果通知 
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第二次審査の審査結果は、第二次審査に参加した応募事業者に通知する。 

 

 ５ 優先交渉権者の決定 

阿波市は、選定委員会の審査結果を踏まえ、評価値が最も高い応募事業者が2者以上あった 

場合は、評価項目「4．設計、工事等の実施体制及びスケジュールの妥当性」の評価点が最も高 

い応募事業者を優先交渉権者とし、それでも優先交渉権者が決定しない場合は、評価項目「 

2．提案価格」の評価点が最も高い応募事業者を優先交渉権者とする。それでも優先交渉権者 

が決定しない場合は、くじ引きにより、優先交渉権者を決定する。 また、優先交渉権者が契 

約を締結しない場合、第３の２及び３の要件を満たさなくなった場合は、次に得点の高い事業 

者から順に契約交渉を行う。ただし、選定委員会が適切な事業者でないと判断した場合は、こ 

の限りでない。なお、選考審査の結果、適切な候補事業者がないときは、「適切な候補事業者 

なし」として、再募集することがある。 

 

６ 契約手続き 

優先交渉権者の決定後、当該事業者と仮契約を締結する。なお、令和 8 年 6 月予定の阿波 

市議会において、議会の議決を得た場合、仮契約は本契約として成立する。 

 

第６ その他 

１ 審査結果については、優先交渉権者決定後、応募事業者名を匿名として順位及び評価値を公表 

する。また、優先交渉権者については、事業者名及び提案価格も公表する。 

 

２ 審査結果への不服及び異議申し立ては、認めない。 

 

３ 応募事業者が1者となった場合でも審査を行い、その結果、適切な事業者であると選定委員会が認めると 

きは、優先交渉権者として決定する。なお、当該事業者の評価点が満点（200点）の60％（120点）未満であ 

った場合は、選定しないものとする。 

 

４ 契約締結後、請負者の責めに帰すべき事由により、請負者の評価値が減点される場合、次の方法により違 

約金を算定し、請負者に請求する。 

違約金＝当初契約額（税込）×（1－（A／B)） 

※A：減点後の評価値 

※B：減点前の評価値 

 

５ 問合せ先 

所在地：〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 

阿波市 教育部 教育総務課 

電話番号：0883-36-8740 FAX：0883-36-8762


